
 

 

 

認知症の方や、介護保険の認定を受けるまでに至らない軽度認知障害（以下 MCI）の

方に対する、在宅生活への支援として、自宅に訪問し、見守りや話し相手、外出の付き添

い等を行うヘルパーサービス（神戸市の委託を受けた指定訪問介護事業所の訪問介護員

がサービスを提供）を、令和３年３月 1 日から開始します。 
※ 広報紙 KOBE４月号（３月中旬配布）掲載予定。 

 

＜この事業の対象となる方＞ 

神戸市内に居住する方のうち、認知症または MCIと診断を受けた方で、寝たきりで

はない方（目安として、「障害高齢者の日常生活自立度判定基準」がおおむね A ラン

ク以下（B・Cランク[寝たきり]ではない）の方） 

 

＜相談先＞（申請書配布先） 

 
   

    

  
       

       

                   

 
 

 

＜参考＞ 

 
 

 

＜問い合わせ先＞ 

神戸市総合コールセンター ☎078-333-3330（年中無休 9:00～21:00） 

担当 神戸市 福祉局 介護保険課 認知症対策係 中原・仲野 ☎078-322-5259 

 

 

 

 

 

利用希望者

えがおの窓口（ケアマネジャー）または

あんしんすこやかセンター

① 相談

②申請書交付

（他サービスの確認）

神戸市

みまもりヘルパー実施事業所

③ 申請書及び必要書類提出

（返信用封筒にて郵送） ④ 承認通知・事業所一覧送付

⑤ ヘルパー派遣 依頼

⑥ ヘルパー派遣開始

⑦ 実績報告

ＫＯＢＥみまもりヘルパー申込受付～派遣まで

申請

委託契約

サービス内容「確認書」作成

担当のケアマネジャーがいる方 

要介護認定を受けている方 

担当のケアマネジャーがいない方 

要支援認定を受けている方・事業対象者の方 

相談先が分からない方 

お持ちの方 

お住まいの地域を担当する 

あんしんすこやかセンター 

担当のケアマネジャー 

またはえがおの窓口 

ＫＯＢＥみまもりヘルパー事業の開始について 


